
◆はじめに

北川正恭 早稲田大学名誉教授が審査委員長を
務める第12回マニフェスト大賞において、カラー
ユニバーサルデザイン推進ネットワーク（以下、
CUDN）の「消防職員採用時における色覚検査実
施状況調査」が、優秀政策提言賞を受賞しました。
CUDNの取り組みによって、全国的に消防職員採
用時における色覚検査の在り方について、議論が
加速しています。私、関根ジローはNPO法人カ
ラーユニバーサルデザイン機構の伊賀公一氏・田
中陽介氏と共にCUDNの事務局を務めております。

◆50人以上の議員がSNSなどを通じた
　呼びかけに賛同

CUDNは「超党派議員」「NPO法人カラーユニ
バーサルデザイン機構と関連団体」「学生」が協
力して、消防職員の採用時における色覚検査の実
態調査し、その合理性を問題提起する取り組みと、
色弱者（眼科では色覚異常）にとっても色の識別
がしやすくなったチョーク（いわゆる色覚チョー
ク）を全国の学校に普及させる取り組みを行って
います。

調査のきっかけは、関根ジローが、色弱の松戸
市消防職員から「故郷である東北のある消防本部
に就職したかったが、採用時に色覚検査を求めら
れ門前払いされる可能性があったため、色覚を求
めない松戸市消防本部（学生時代に住んでいた街
でもある）を希望し入局することができた」とい

松戸市議会議員　関根　ジロー

消防採用時における色覚検査について
　～99%の消防本部が「色覚異常があっても
　　　　　　消防業務に差し支えない」と回答～

市議会報告

う声をいただいたことがきっかけです。「同じ消
防業務なのに、地域によって色覚を理由に就職制
限されるのはおかしい」と思い実態を調査するこ
とにしました。

Facebookなどを通じて仲間の議員たちに共有
し、全国的な消防職員採用時における色覚検査の
実施状況がどうなっているか調査をすることを呼
びかけた結果、2017年８月にCUDNのWebサイ
トを立ち上げることになり、９月には36都道府県
50人以上の超党派議員や、NPO法人カラーユニ
バーサルデザイン機構、北海道カラーユニバーサ
ルデザイン機構、人に優しい色使いをすすめる会、
CUDをすすめる会に協力していただけることに
なりました。

◆色覚が採用に影響する理由は合理的か
　疑わしい

36都道府県の532消防本部で、（1）採用時に色
覚検査をするか （2）その結果は採用に影響する
か、というアンケート調査を実施しました。結果
は、消防職員採用時において「色覚が採用に影響
されない」と回答した消防本部が半数近くを占め
（図表１）、かつその理由について「色弱があって
も消防業務に支障がない」と回答しています。

また「色覚が採用に影響する」と答えた理由（図
表２）をCUDNで分析したところ「合理的である
かは疑わしく、カラーユニバーサルデザイン推進
をはじめとした職場環境整備・配慮で解決できる
可能性が高い」ことが明らかになりました。
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例えば、「運転免許／青赤黄色判別」（信号機の
識別）は、色弱が運転免許の欠格事項となってい
ないので、事実誤認の可能性が高いです。炎や煙
の色判別は、すべての隊員が炎（または煙）の色
の違いに対応する知見を持っているか極めて疑問
があります。

実際にとある消防本部に問い合わせたところ、
炎や煙の色の判別をするための色票や試験方法は
無いとのことでした。顔色などの判別は、色弱が
医師免許の欠格事項となっていないなかで、消防
職員に色覚を求めることは合理的ではないと言え
ます。

トリアージ判別（手当ての緊急度に従って優先
順をつけること）については、トリアージタグの
判断は必ずしも色だけではなく、タグの切り取り
状況から判別可能です。加えて、色弱者にも判別
しやすい新JIS安全色Z9103：2018が2018年４月よ

り施行され、この規格の判りやすいトリアージタ
グが発売されています。

ロープの色判別は、多様な色覚に配慮したカ
ラーユニバーサルデザインを採用すれば解決でき
ます。

そのほかの理由も、合理的とは言えず、環境整
備・配慮で解決できる可能性が極めて高いです。

◆横浜市・野田市などの自治体で
　色覚検査廃止へ

そもそも、2001年に厚生労働省が労働安全衛生
規則を一部改正して、雇入時健康診断における色
覚検査を廃止し、就職に際して根拠のない規制を
行わないよう通達がなされています。消防職員採
用時において、色覚検査を実施する合理性が疑わ
れる調査結果が明らかになったことで、色覚検査

を実施している消防本部は見直しを迫ら
れるのではないでしょうか。

実際に、CUDNの調査がテレビをはじ
め多くのメディアで報道されたこともあ
り、横浜市・野田市をはじめ全国の自治
体で色覚検査の廃止の動きが加速してい
ます。2017年12月７日付の東京新聞によ
ると、合否に影響しないとしながらも色
覚検査を実施している横浜市の林市長は、

図表１　色覚検査をするか、採用に影響するか

図表２　色覚検査をする理由の要素
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出所：ＣＵＤＮ「消防全国調査資料」

「色覚検査は必要ない。消防局に改
善してもらうように話した」と述べ
ています。

今回の取り組みを通じて、色弱の
年配者から「昔、『リトマス紙を判
断できない』との根も葉もない理由
で理系の大学に入れないなどの差別
を受けた。子どもや孫に同じ思いを
させたくない。色弱者を排除するの
ではなく、社会の色彩環境を、多様
な色覚を持つ様々な人にとって使い
やすいものに改善していくという考
えに感謝したい」と言われました。
反響の大きさを実感しています。

消防本部件数 割　合

検査しない 214 38.4%

検査する・影響しない 55 9.9%

検査する・影響する 261 46.9%

回答拒否 10 1.8%

未回答 17 3.1%
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◆野田総務大臣（当時）が消防庁に
　対応を検討するよう指示

国に対して消防職員採用時における色覚検査の
必要性の有無について見解を求めるべく、大西健
介衆議院議員に協力していただき、2018年２月18
日の衆議院予算委員会において「消防採用時にお
ける色覚検査に関する質疑」を行っていただきま
した。大西議員が「同じ消防業務に従事している
のに、各消防本部によって色覚を理由に就職制限
しているところと、そうではないところがあるの
はおかしい」等の質問を行い、それに対して野田
聖子総務大臣は、「消防庁として一定の考え方を
示すなど、対応を検討するように指示を出した」
ことを明らかにしました。

その後、同年３月28日、大西議員とCUDN事務
局で総務省の小倉まさのぶ総務大臣政務官（当時）
に対して「消防職員採用時における色覚検査の見
直しを求める要望書」を提出しました。要望書の
内容は次の２点です。

総務省による調査結果
【調査結果１】　採用試験における色覚検査等の実施状況

◦検査（石原色覚検査表等。診断書提出含む）実施	 376本部（51.4%）
◦簡易検査（赤青黄三色の識別等）実施	 20本部（  2.7%）
◦運転免許の有無を確認	 96本部（13.1%）
◦口頭で異常の有無を確認	 6本部（  0.8%）
◦検査未実施	 234本部（32.0%）

【調査結果２】色覚異常を有する職員の有無
◦色覚異常を有する職員がいる	 133本部（18.3%）
◦色覚異常を有する職員がいない	 322本部（44.4%）
◦色覚異常を有する職員の有無が不明	 271本部（37.3%）

【調査結果３】色覚異常に起因する消防業務への支障の有無
◦そういったことがあったと考える	 8本部（  1.1%）
　→うち４本部でヒヤリハット事案の報告（運転等）
　　いずれも配置転換等の人事上の配慮などで対応
　　運転免許を所有していても、ヒヤリハットの可能性
◦そういったことがなかったと考える	 721本部（98.9%）

→その理由として、225本部が「あらかじめ採用時に色覚検査・簡易検査等を実施」、
433本部が「色覚による支障等があったという報告を受けていない」を選択

１点目として、カラーユニバーサルデザインを
はじめとした職場環境整備・配慮を推進すること
を、全国の消防本部に通知することです。

２点目として、消防職員採用時において色覚検
査を実施する理由（色弱者を排除する理由）を精
査し、その結果を全国の消防で共有すると共に（そ
の結果を公表すると共に）、理由の合理性を説明
できない時、色覚検査を実施している消防本部に
対し色覚検査の廃止を通知することです。

小倉政務官から「大変に意味のある問題提起を
頂いた。総務省としても色覚を理由として過度な
就職規制が行われないような方向性で、見解を練
り、全国に通知したい」との発言がありました。

◆総務省による調査・通知について

総務省は2018年９月、全消防本部に調査を行い
その結果を大西議員に公開しました。その結果は
下記の通りでした。
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これらの調査結果をうけて、総務省は同年９月
14日、「消防吏員の色覚検査の基本的な考え方に
ついて」を、各都道府県消防防災主幹部長・東京

消防庁・各指定都市消防庁に対して通知しました
（図表３）。

図表３　総務省 ｢消防吏員の色覚検査の基本的な考え方（抜粋）

総務省 ｢消防吏員の色覚検査の基本的な考え方について（通知）｣ 抜粋

１　消防業務は、消火活動、危険物の取扱い、傷病者の搬送、人命の救助等において、迅速かつ
正確な判断が必要とされており、こうした現場においては、色が重要な判断要素となる場合も
ある（注１）。

　　また、色覚の異常が発覚した時点で、当該消防吏員につき人事配置又は業務上の配慮を行う
必要が生じた事案も見受けられたことから、消防吏員の色覚の状況を的確に把握しておくこと
は重要である（注２）。

　　したがって、採用試験において色覚検査を実施していない消防本部においても、最終合格発
表後に色覚の状況をあらかじめ把握しておくことは必要と考えられる。

　　色覚異常の症状は人によって様々であるが、あらかじめ状況を把握しておくことで、本人の
自覚を促し、周囲のサポートが得られることで事故の未然防止につながるとともに、消防現場
において幅広い人材を確保することにも資するものと考えられる。

２　採用試験における色覚検査については、基発第634号通知の内容を踏まえ、当該消防本部の
規模や職員配置の状況等を考慮し、各消防本部等において、その実施の必要性を検討すること。
その上で、採用試験において色覚検査を実施する場合には、検査の実施及びその結果の取扱い
については、応募者の適正と能力について、消防業務への支障の有無を確認し、判断するため
の必要最小限のものとすること。

３　その際、現在、消防現場においては、軽度な色覚異常を有しつつも、本人の自覚や周囲のサ
ポート等により、消防業務を適切に遂行し、活躍している消防吏員も少なくないことに十分留
意する必要がある。

　　また、消防吏員の採用要件として、完全に正常な色覚を求めることは、職務への支障が生じ
ないことという範囲を超えた過度な取扱いであり、適切ではない（注３）。

４　なお、採用試験において色覚検査を実施する場合においては、その旨を募集要項等に明確に
記載することが、また、採用の判断根拠として色覚を使わないのであれば、採用試験において
検査を実施しないことが適切である旨、念のため申し添える。

（注１）　消防業務においては、例えば、次のような色が重要な判断要素となる場合が想定される。
　　消火活動：煙や炎の色、危険物の取扱い：危険物を保管するボンベの色、
　　傷病者の搬送：トリアージタッグや傷病者の顔等の色、人命救助：出血等の色　など

（注２）　色覚の状況把握については、色覚異常の症状は様々であること、本人の体調や周囲の環境によっても
左右され得ることなどから、その具体的な検査方法、判別基準等を一律に示すことは困難であるが、汎用
性や比々合理性等を考慮し、石原色覚検査表によりスクリーニングを行い、色相配列検査（パネルＤ-15）
により、異常の程度を判定するという手法が広く用いられている。

（注３）　ヘリコプターの操縦士に係る航空身体検査証明など、法令等により色覚に関する基準が特に定められ
ている場合は、それに従うこと。
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◆今後のCUDNの取り組み

総務省の調査結果は、“色覚異常に起因する
消防業務への支障があった→1.1%”“なかった
→98.9%”と､ 採用要件として完全に正常な色覚
を求めることは適切ではない（採用時の検査が必
要とはいえない）ことを裏付ける内容でした｡ し
かしながら、総務省の通知では、“本人の自覚と
周囲のサポート等により事故の未然防止等につな
がることもできるため､ 最終合格発表後にあらか
じめ状況を把握することは必要”また“採用試験
における色覚検査については厚労省通知の内容を
踏まえ当該消防本部の規模や職員配置の状況等を
考慮し、各消防本部等においてその実施の必要性
を検討すること”と列記しており、今まで検査し
てきた本部も検査してこなかった本部も、どちら
も検査実施を検討すべき、ともとれる内容で、パー
センテージを把握した意味を疑わざるをえません。

前述の2018年３月28日に、CUDNから総務省に
対して提出した要望について､ １点目については
まったくノーコメントで､ ２点目については色覚
検査廃止を通知せず､ 採用後に検査することをむ
しろ奨励する内容で､ 石原式検査票とパネルD15
など具体的な検査方法まで示しました。このこと
について、人間の色覚は多様で、生まれつき赤と
緑の区別がしづらいほかにも白内障や緑内障、糖
尿病網膜症でも色の見え方は変化することが知ら
れています。また、照らす光によって色の見えは
大きく影響を受けることも見過ごされていて、採
用時の色覚検査のみでヒヤリハットが防止できる
ものではないことを認識すべきであり、総務省は
通知を見直す必要があると思われます。

CUDNとしては、今まで採用時に色覚検査をし
てこなかった消防本部がこの通知により色覚検査
を再開し、募集要項で「色覚検査あり」を見た色
覚異常の若者が最初から受験を諦める、もしくは
検査の無い消防本部を日本国中探して受験する、
といったことが無いことを願います。

そして、総務省の調査・通知を受けてCUDNで
は今後、下記の取り組みを行ってまいります。

１点目として、「自動車運転免許取得時に使う
色覚検査＝信号機の識別検査（石原式検査票やパ
ネルD15ではないもの）を全国の消防採用で使う
こと、及び運転免許証既得者は検査を免除する」
ことを総務省・各消防本部に働きかけます。

２点目として、「多様な色覚に対応した職場環
境整備・配慮（職場のカラーユニバーサルデザイ
ン化）の推進」を総務省・各消防本部に働きかけ
ます。

◆まとめ

現在、日本に色弱者は約300万人いて、男性は
20人に１人、女性は500人に１人の割合とされて
います。消防に限らず、色覚を理由に就職制限さ
れる多くの職業について、これまでその合理性を
誰もチェックしてきませんでした。今回、CUDN
の取り組みによって、色覚に対する公的機関の見
解を引き出せたことは前進であると思います。消
防に限らず、国は色覚を理由に就職規制している
他の業種についても精査・検証し、「合理的な理
由があり、カラーユニバーサルデザイン推進をは
じめとした職場環境の整備・配慮で解決できない
業種」を明確化し、可能な限り職業規制をなくす
ことで、児童生徒が特定の職種を諦める必要がな
い社会を実現すべきだと思いますし、そのような
社会の実現にむけてCUDNは引き続き力を尽くし
てまいります。

関根　ジロー　プロフィール

「地方公務員の父」と「公立小学校教諭の母」の
家庭に生まれる。明治大学法学部を卒業後、「NTT
東日本」に入社。2010年11月に行われた松戸市
議会議員選挙で初当選を果たす。現在、三期目。
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